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遠隔授業への支援を求める申し入れ 
 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として遠隔授業が行われています。教員

（非常勤講師を含む）は授業の質を落とさないよう、また学生の不利にならないよ

うに授業を行っています。しかし、不慣れな環境から労働時間が大幅に増えており

多くの教員が疲弊しています。新型コロナウイルスの感染状況が収束するかどうか

は予測が難しく、長期に及ぶことを念頭に対策を講じる必要があります。教育の質

の維持、学生への配慮、教員の健康確保（負担軽減）、使用者の安全配慮義務等の

観点から、非常勤講師を含む全ての教員について、以下の通り申し入れます。 
担当理事との懇談を求めます。どうしても懇談が難しい場合については、その理

由および申入れ内容についての回答を求めます。 
 
 

記 

 
 

１．時間外労働、深夜労働に係る手当を支給すること。 
遠隔授業（準備、実施、学生対応等）のためには通常の数倍の時間が必要で

あり、所定労働時間を大幅に超える労働、土日の業務、深夜時間帯の業務が発

生しています。 
本学の裁量労働制は今回の様な特別の事態を想定しておらず、所定労働時間

を大幅に超える過重労働については、別途手当を支給すべきです。非常勤講師

についても、遠隔授業に要した時間を勘案して給与の増額をすべきです。 
 

２．遠隔授業によって発生した費用は大学が負担すること。 
Wi-Fi ルーター、Web カメラ、マイク、撮影用三脚、有料動画編集ソフト、

Zoom Pro 等を購入したケースがあります。遠隔授業に起因して個々の教員が負



担した費用について確認し、その費用を大学が負担することを求めます。  

なお、在宅
、、

での業務遂行のために必要となった設備、機器、ソフトウェア等

の整備費、業務遂行によって発生した通信費や水道光熱費についても、大学が

負担するよう求めます（2020/4/28,5/19 付けの申入れのとおり）。 
 

３．遠隔配信授業を実施するために必要な支援を充実させること。  
現在、金沢大学の ICT に関する状況は、総合メディア基盤センターや学務部、

国際基幹教育院などによって、多くの大学と比して高い水準にはあります。実

際、WebClass のスピードアップなどは順次なされており、学務情報サービスの

履修登録などに関する問題も随時対応されています。 
その中で、第 2 クォーターから「一部」対面授業の実施等がなされるにあた

っては、オンデマンド型教材を利用した非同期型の授業では不十分で、WebEX
や Zoom などの Web 会議システムを用いた同期型の授業の実施が必要です。そ

こで金沢大学にて WebEX や Zoom の機関ライセンスなどを取得し、教職員（非

常勤講師を含む）が授業時にこれらのシステムが必ず使用できるように準備す

ることを求めます。 
併せて、遠隔配信授業を実施する教員や担当部署などからの質問や問題への

対応を行っている、総合メディア基盤センターなどの人員増強を行えるように

人的、金銭的措置を行い、負担の解消を図ると共に、遠隔配信授業を行う教員

へのより充実したサポートを行う体制を構築することを求めます。この際、サ

ポートメンバーに学生等を積極的に活用することで、学生アルバイトの斡旋や

生活支援などを行うこと、また、金沢大学内で教職員が利用可能な、遠隔配信

授業を実施するために有用なシステムやソフトウェアなどがあるのならば、そ

れを積極的に案内し、遠隔配信授業を実施する教員が有効活用できるようにす

ることを求めます。 
 

４．授業準備に関する情報は、早期に、時間的余裕を持って教員・学生に知らせ

ること。 
オリエンテーションや授業の方法等について、大学の方針が明確に定まらず

（五月雨式に示され）、現場の教員は混乱してきました。その結果、遠隔授業の

教材準備は時間的余裕がない中で、昼夜を問わずに行わざるを得ない状況とな

っています。 
緊急事態宣言の解除にともない、対面授業を一部再開することが決まりまし

たが、対象授業等について具体的な情報は必ずしも全ての教員には届いておら

ず、準備の心づもりができないという声もあがっています。 



授業は、教員のみならず学生への影響が多きことからも、（現場の状況に十分

配慮しつつ）方針の決定およびその周知を迅速に行ってください。 
 

５．関連事項について 
（１）勤務状況報告書の作成は一旦停止すること。 

在宅勤務報告書、【試行】勤務状況報告書、健康チェックシートなど、毎

日付けるような書類が複数混在し、それぞれ別に提出するなど、事務作業が

煩瑣になっています。とくに一部の系に実施されている【試行】勤務状況報

告書の調査は、現在の在宅勤務状況ではほぼ無意味な調査になっており、い

ったん停止すべきであると考えます。 
 

以上 


